
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

  

武庫川水系河川整備計画 

 

 

 

 

 

 

武庫川流域総合治水推進計画(仮称) 

【河川整備計画の着実な推進を図るしくみ】 

①ＰＤＣＡサイクルの考え方に基づいた河川整備計画の進行管理（具体化を検討） 
②フォローアップ委員会※１の設置 
③地域住民等との情報の共有 
 なお、個別の事業実施上の課題に対しては、個別に検討会等を設置して解決を図る。 

県 

 

 
 
構成(注３) 学識経験者、地域住民 

役 割 
 以下のことについて意見を述べる 
 ①PDCA ｻｲｸﾙの考え方に基づいた進行 

管理の仕組みについて  
②毎年度の施策や事業の実施状況等に 

ついて 
③PDCA ｻｲｸﾙの仕組みによる点検・ 
評価の結果について 

報 告 

個別の検討会等（例） 

２原則専門検討会※３

（専門的課題の解決） 

河川審議会専門部会※２

（専門的課題の解決） 

○○地区整備検討会※４

（技術的課題の解決） 
（住民等との合意形成） 

○○地区地元説明会
（住民等との合意形成） 

第１期

A(改善) 

D(実施) 

施策･事業の実施状況の報告、進捗状況の点検 

実施状況
等の共有

ﾌｫﾛー ｱｯﾌ゚ 委員
会の意見等 

Ｄ（実

第２期

A(改善) 

D(実施) 

意 見 

フォローアップ委員会(注２)  

 

 
 
 

地域住民等 

情報発信 

進行管理(注１) 

 
PDCA ｻｲｸﾙの考え方に 
基づいた河川整備計画の 
進行管理(具体化を検討) 

①

③

 
個別の事業実施上 

の課題解決 

武庫川流域総合治水推進協議会(仮称) (県･市) 

参 考 ・県議会（常任委員会等）の役割：河川整備全般について監視 

       ・公共事業等審査会の役割      ：一定規模以上の事業ごとに審査

第３期    ・・・・・・・・・

第４期    ・・・・・・・・・

武庫川水系河川整備計画の着実な推進を図るしくみ

（河川整備計画のフォローアップなど） 

 
C(点検･評価)

 
P(整備計画)

 

C(点検･評価)

 

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ委員会の設置 

②

 
P(整備計画)

次期のサイ

クルに反映

協議会で検討

のうえ、反映

を図る 

※１ 武庫川水系河川整備計画フォローアップ委員会（仮称） 

※２ 兵庫県河川審議会治水部会・環境部会 

※３「武庫川水系に生息・育成する生物及びその生活環境に 

関する２つの原則」に係る専門検討会 

※４ 事業内容、規模、影響の程度等を考慮し必要に応じ設置 

本計画への地域住民等

の理解と協力を得る 

（注１） 概ね５年程度のＰＤＣＡサイクル期間を想定。詳細は今後 

検討を行う 

（注２） 整備計画策定後速やかに設置 

（注３） 委員の規模、選定方法等については今後検討 

実施状況等及び 
点検・評価の報告

 

地域住民等との情報の共有 
③

情報発信 

第68回流域委員会 
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